
 

令 和 ８ 年 ３ 月 18 日  

 

令 和 ８ 年 度  飼 料 需 給 計 画 の 策 定 に つ い て  

 

政 府 は 、 飼 料 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 を 図 る た め 、 輸 入 飼 料 の 買

入 、 売 渡 等 を 行 っ て い ま す 。  

「 飼 料 需 給 計 画 」 は 、 飼 料 需 給 安 定 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 356

号 ） 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 農 林 水 産 大 臣 が 毎 年 定 め る も の で 、

こ の 計 画 に 基 づ き 輸 入 飼 料 （ 大 麦 及 び 小 麦 ） の 買 入 及 び 売 渡 が 行

わ れ ま す 。  

  「 令 和 ８ 年 度  飼 料 需 給 計 画 」 を 次 の よ う に 策 定 し ま し た 。  

 

 

令 和 ８ 年 度  飼 料 需 給 計 画  

 

 

                                                               
（ 単 位 ： 千 ト ン ）  
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注 ： 民 間 に よ る 輸 入 量 は 含 ま れ ま せ ん 。  

 


